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情報誌２０１４年７月３０日 発行 

美しい富士山を未来の子どもたちに ●ふじさんネットワーク● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 番号 コース名 内  容  等 

① 
富士山クリーンアップ 

登山大作戦Ⅱ 

日 時：平成 26 年 10 月 19 日（日）9:40～14:30（仮） 
内 容：富士山の自然や登山マナーを学びながら秋の富士山をトレッキング後、保

全活動として駐車場周辺のごみ拾いを行います。 
定 員：先着４０名（小学生以上・小学生は保護者同伴） 
持ち物：昼食・飲み物・軍手・雨具・タオル・防寒着など 
集合場所：現地に直接来られる場合 9:30 

富士宮口五合目レストハウス屋上集合 
送迎バスを利用する場合：7:10 ＪＲ静岡駅南口集合 

8:15 ＪＲ富士駅南口集合（経由地） 
案  内：富士山エコレンジャー 

自

然

観

察

会 ② 
富士山高鉢山～ガラン沢 

～旧料金所ゲート 

日 時：平成 26 年 10 月 5 日（日） 8:45～16:00（予定） 
内 容：富士山自然休養林を歩きながら（約５ｋｍ）動植物の観察をします。 
定 員：先着４０名（小学生以上・小学生は保護者同伴） 
持ち物：昼食、飲み物、雨具、筆記用具、ルーペ・双眼鏡（持っている方） 
集合場所：JR 三島駅北口(貸切バス 8:45 出発) 
案  内：富士箱根伊豆自然観察指導員連絡会 

活

動

体

験 

③ 

富士山の草原性植生 

保全活動体験 

（草刈） 

（防鹿柵設置） 

日 時：平成 26 年９月 27 日（土）10:00～15:00 
    予備日 10 月 11 日（土） 
内 容：富士山の草原性植生を保全するため、朝霧高原根原 

県有地で草刈や防鹿柵設置を行います。 
定 員：先着１００名（高校生以上で１日屋外での作業が可能な方）

持ち物：昼食、飲み物、雨具、軍手、草刈用の道具（持って
いる方） 

集合場所：マイカー参加者 10:00 までに会場（朝霧高原）集合 
送迎バス利用者 「JR 富士駅南口」8:30 発 

「JR 富士宮駅口」9:00 発 
指 導：ＮＰＯ法人富士山自然の森づくり 
その他：静岡県・富士宮市と共催で行います。 

 １ 「自然観察会」 「活動体験」参加者募集！ 

ふじさんネットワークでは、富士山の自然に触れ、親しむことで、富士山保全の意識を高めて

いただくことを目的に「自然観察会」を、また、富士山における環境保全活動の理解と実践を促

すことを目的に「活動体験」を、９月から１０月にかけて行います。 

参加費“無料”となっておりますので、ぜひ、参加をご検討ください。 

●富士山憲章【行動規範】 

１・富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。 

１・富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。 

１・富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。 

１・富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。 

１・富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。 

会員 

募集中! 

 

○c 静岡県 



各コースとも参加費は無料です。また、ふじさんネットワーク負担で保険に加入します。 
参加希望者は、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、参加コース（コース①、③を希望の場合は送迎バス利
用の有無）を明記の上、はがき、ＦＡＸ又は電子メールによりお申込ください。 

【申込先・問合せ先】 ふじさんネットワーク事務局（静岡県 くらし・環境部 環境局 自然保護課内） 
電話：０５４－２２１－２９６３ 

【申し込み期限】 定員に達ししだい、募集を締め切ります。           
【住     所】 〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号 静岡県くらし・環境部環境局自然保護課内

ふじさんネットワーク事務局 あて            
3776fuji@pref.shizuoka.jp 【Ｆ  Ａ  Ｘ】 ０５４－２２１－３２７８   【電 子 メ ー ル】 

※携帯電話からメールされる場合、電話のメールフィルター設定によりメールが届かない場合があります。 
 

 ２ 富士山環境保全活動推進事業費補助金の紹介 

補 助 対 象 ふじさんネットワーク正会員 

ふじさんネットワークでは、富士山憲章（以下「憲章」といいます。）の周知定着及び自主的な

富士山の環境保全活動の推進を図るため、「富士山環境保全活動推進事業費補助金」制度を設けて

います。正会員の皆様のご活用をお待ちしています。 

憲章の理念に基づいて行われる非営利活動で、新規事業又は既存の事業予算額

を拡大する事業とし、次のいずれかに該当するものとします。  

ア 憲章の普及啓発と環境保全意識の啓発に資する活動（講演会、勉強会、

補助対象活動 自然観察会、環境教育等）  

イ 富士山環境保全を目的に行う活動（自然保護活動、自然復元活動、 

清掃活動等）  

ウ その他、会長が認める活動 

・講師、指導者等への謝金、旅費 

・バス借上げ料、車両借上げ料等 

補助対象経費 ・会場借上げ料 

・ちらし、ポスター、啓発品等の作成費や消耗品費、印刷製本費等 

・清掃活動に伴うごみ処分費など、会長が認める経費 

補 助 額 １団体当たり、５万円を限度とします。 

ふじさんネットワークホームページ内に、交付要綱及び申請に必要な様式が掲

載されていますので、ご覧ください。 

http://www.fujisan-net.gr.jp/invi/koufukin.htm URL 

 

 

 
交付申請の方法 

 

 

 

 

               ↑ 

こちらをクリックしてください。 

 

発 行 
 ふじさんネットワーク事務局 静岡県 くらし・環境部 環境局 自然保護課 富士山保全班内 

 〒420-8601静岡市葵区追手町9番 6号  TEL：054-221-2963 FAX：054-221-3278 

  HP：http://www.fujisan-net.gr.jp/        E-mail ：3776fu j i@pref .sh izuoka. jp 

『事務局からのお知らせ』  
◇ 平成26年７月30日現在 正会員:253団体 賛助会員:240団体・個人 計493団体・個人

 ◇ ふじさんネットワーク通信への掲載情報募集中です！お気軽にご連絡ください。 

 ◇ ふじさんネットワークへの入会も随時受付中です！ 
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